
１．関連条文

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号 （抄））

（最終改正 平成１８年２月１０日法律第５号）

第２章 一般廃棄物

第３節 一般廃棄物処理施設

（一般廃棄物処理施設の許可）

一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令で定めるもの（以下単に「ごみ処理施第８条

設」という 、し尿処理施設（浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同。）

じ ）及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ ）を設置しよ。 。

うとする者（第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処

理施設を設置しようとする市町村を除く ）は、当該一般廃棄物処理施設を設置しよう。

とする地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又

は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ ）の許可を受けなければならな。

い。

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 一般廃棄物処理施設の設置の場所

三 一般廃棄物処理施設の種類

四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

五 一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、

一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）

六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画

九 その他環境省令で定める事項

３ 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置

することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添

付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲

げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環

境省令で定める場合は、この限りでない。

４ 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る ）について第一項。

、 、 、の許可の申請があつた場合には 遅滞なく 第二項第一号から第四号までに掲げる事項

申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただ

し書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から一月間公衆の縦

覧に供しなければならない。

５ 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般

廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を

指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

６ 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害

関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日ま

でに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができ

る。
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（許可の基準等）

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合して第８条の２

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適

合していること。

二 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般

廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設に

ついて適正な配慮がなされたものであること。

三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する

計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して

行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

２ 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設（政令で定めるものに

限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ ）の設置によつて、ごみ処理。

施設又は産業廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二

第二項において同じ ）の過度の集中により大気環境基準（ごみ処理施設又は産業廃棄。

物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件に

、 。 。）ついての基準であつて 政令で定めるものをいう 第十五条の二第二項において同じ

の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

３ 都道府県知事は、前条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係

るものに限る ）をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項につ。

いて、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意

見を聴かなければならない。

４ 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

５ 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道

府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書

に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用し

てはならない。

６ 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可

の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

７ 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行

う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

（一般廃棄物処理施設の維持管理）

第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該第８条の３

許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第

九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）に従い、当該許可に係る一般廃棄物

処理施設の維持管理をしなければならない。

（記録及び閲覧）

第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの第８条の４

に限る ）を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物。

処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理

施設（当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般
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廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所）に備え置き、当該維持管理に関し生活環境

の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

（維持管理積立金）

（略）第８条の５

（変更の許可等）

第９条 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号

までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道

府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な

変更であるときは、この限りでない。

２ 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の

許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規

定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規

定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査

について準用する。

３ 第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更を

したとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更

があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であ

るものを除く ）を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休。

止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。

４ 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物

の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分（地中にある空間を

利用する処分の方法を含む。以下同じ ）が終了したときは、その終了した日から三十。

日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を

都道府県知事に届け出なければならない。

５ 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物

の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該

最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府

県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

６ 第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌま

で（同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く ）のいずれか。

に該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。

（改善命令等）

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許第９条の２

可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、

又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の

二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八

条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これ

らの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）に適合していな

いと認めるとき。
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二 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省

令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為

をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを

助けたとき。

四 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した

条件に違反したとき。

２ 第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準

用する。

（許可の取消し）

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃第９条の２の２

棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該

当するに至つたとき。

二 前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反

したとき。

三 不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたと

き。

、 、 、２ 都道府県知事は 前条第一項第一号 第二号又は第四号のいずれかに該当するときは

当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。

３ 第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について

準用する。

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出）

市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、第９条の３

一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八

条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置すること

が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、そ

の旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各

号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条

例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供

し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の

保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一

般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していない

と認めるときは、当該届出を受理した日から三十日（一般廃棄物の最終処分場について

は、六十日）以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又

は廃止を命ずることができる。

４ 第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該

届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当

であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。

５ 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三に規定す

る技術上の基準及び当該届出に係る同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記
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載した書類に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第七項の規定による届

出をしたときは、変更後のもの）に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなけ

ればならない。

６ 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設（第八条第四項に規定する一般廃

棄物処理施設であるものに限る ）の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該。

一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般

（ 、廃棄物処理施設 当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては

当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所）に備え置き、当該維持管理に関し

生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

７ 第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第

七号までに掲げる事項の変更（環境省令で定める軽微な変更を除く ）をしようとする。

ときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添え

て、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

８ 第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規

定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」

とあるのは「第七項の」と 「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「第一項の」と、

あるのは「第七項の」と、第四項中「第一項」とあるのは「第七項」と 「一般廃棄物、

処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲

げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。

９ 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持

管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該届

出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設

置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について第七項の規定に

よる届出をしたときは、変更後のもの）に適合しないと認めるときは、その設置者又は

管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当

該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

１０ 第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の

設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項

ただし書」とあるのは「第九条の三第七項」と 「当該許可」とあるのは「当該届出」、

と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものと

する。

１１ 第八条の二第六項の規定は、第三項又は第九項の規定に基づき都道府県知事が行う

処分について準用する。

（周辺地域への配慮）

第八条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定による一般廃棄物処理第９条の４

施設の設置の届出をした市町村（以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という ）は、。

当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとす

る。

（一般廃棄物処理施設の譲受け等）

（略）第９条の５

（合併及び分割）

（略）第９条の６
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（相続）

（略）第９条の７

第４節 一般廃棄物の処理に係る特例

（一般廃棄物の再生利用に係る特例）

（略）第９条の８

（一般廃棄物の広域的処理に係る特例）

（略）第９条の９

（一般廃棄物の無害化処理に係る特例）

石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害第９条の１０

を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技

術を用いた無害化処理（廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがな

い性状にする処理をいう。以下同じ ）を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定。

めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定

を受けることができる。

一 当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するも

のとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合するこ

と。

三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施

設が環境省令で定める基準に適合すること。

２ 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所

三 無害化処理の用に供する施設の種類

四 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類

五 無害化処理の用に供する施設の処理能力

六 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画

七 無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

八 その他環境省令で定める事項

３ 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合して

いると認めるときは、同項の認定をするものとする。

４ 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定に

かかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該

認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃

棄物処理施設を設置することができる。

５ 第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定の適用に

ついては、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。

６ 環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつ

たと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

７ 第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条
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の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三

「 」 「 」 、 「 、項本文中 前項 とあるのは 第九条の十第二項 と 同条第四項中 都道府県知事は

（ 。） 」 「 、」一般廃棄物処理施設 政令で定めるものに限る について とあるのは 環境大臣は

と 「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と 「書類（同項ただし書、 、

に規定する場合にあつては、第二項の申請書 」とあるのは「書類」と、同条第五項中）

「 」 「 」 、「 」 、 「 」都道府県知事 とあるのは 環境大臣 と 市町村の長 とあり 及び 市町村長

とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とある

のは「環境大臣」と読み替えるものとする。

８ 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第３章 産業廃棄物

第５節 産業廃棄物処理施設

（産業廃棄物処理施設）

産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場そ第１５条

の他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ ）を設置しようと。

する者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許

可を受けなければならない。

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 産業廃棄物処理施設の設置の場所

三 産業廃棄物処理施設の種類

四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

五 産業廃棄物処理施設の処理能力（産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、

産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）

六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画

九 その他環境省令で定める事項

３ 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置

することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添

付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲

げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環

境省令で定める場合は、この限りでない。

４ 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る ）について第一項。

、 、 、の許可の申請があつた場合には 遅滞なく 第二項第一号から第四号までに掲げる事項

申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただ

し書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から一月間公衆の縦

覧に供しなければならない。

５ 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業

廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を

指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

６ 第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害

関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日ま

でに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができ
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る。

（許可の基準等）

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合し第１５条の２

ていると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適

合していること。

二 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業

廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設に

ついて適正な配慮がなされたものであること。

三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する

計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して

行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

、 、２ 都道府県知事は 前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて

ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難と

なると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

３ 都道府県知事は、前条第一項の許可（同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係

るものに限る ）をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項につ。

いて、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意

見を聴かなければならない。

４ 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

５ 前条第一項の許可を受けた者（以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という ）は、。

当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃

棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合

していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

（産業廃棄物処理施設の維持管理）

産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び第１５条の２の２

当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関

する計画（当該計画について第十五条の二の五第一項の許可を受けたときは、変更後の

もの）に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

（準用）

第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者（第十五条第四項に第１５条の２の３

規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る ）につい。

て、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環

境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合におい

て、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄

物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一

般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と 「一般廃棄物処理、

施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄

物の最終処分場」と 「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項、

及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」

と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」とあ

るのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九
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条の七第一項」と 「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるもの、

とする。

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例）

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処第１５条の２の４

理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその

、 、 、処理施設において処理する場合において あらかじめ 環境省令で定めるところにより

その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府

、 、 、県知事に届け出たときは 第八条第一項の規定にかかわらず 同項の許可を受けないで

その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することがで

きる。

（変更の許可等）

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四第１５条の２の５

号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところ

により、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で

定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

２ 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前

項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

３ 第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用す

る。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の

」 、「 」 「 」 、五第一項ただし書 と 同条第二項第一号 とあるのは 第十五条第二項第一号 と

当該許可に係る一般廃棄物処理施設 とあるのは 当該産業廃棄物処理施設 と 一「 」 「 」 、「

般廃棄物の とあるのは 産業廃棄物の と 一般廃棄物処理施設を とあるのは 産」 「 」 、「 」 「

業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施

設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と 「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃、

棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで（同号

チからヌまでに掲げる者にあつては 同号ト とあるのは 第十四条第五項第二号イ 第、 」 「 （

七条第五項第四号トに係るものを除く ）又は第十四条第五項第二号ハからホまで（第。

七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と読み替えるものとする。

（改善命令等）

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物第１５条の２の６

処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命

じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五

条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の二に規定する技術上の基準又は当該産業

廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若

しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたとき

は、変更後のもの）に適合していないと認めるとき。

二 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省

令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為を

することを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助

けたとき。
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四 産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定により当該許可に付した

条件に違反したとき。

（許可の取消し）

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物第１５条の３

処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該

当するに至つたとき。

二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したと

き。

三 不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の五第一項の変更の許可

を受けたとき。

２ 都道府県知事は、前条第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該

産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

（準用）

第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五か第１５条の４

ら第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、

第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の

五第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項及び第九条

の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と読み替えるも

のとする。

第６節 産業廃棄物の処理に係る特例

（産業廃棄物の再生利用に係る特例）

（略）第１５条の４の２

（産業廃棄物の広域的処理に係る特例）

（略）第１５条の４の３

（産業廃棄物の無害化処理に係る特例）

石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る第１５条の４の４

被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度

な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところに

より、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けること

ができる。

一 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するも

のとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合するこ

と。

三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施

設が環境省令で定める基準に適合すること。

２ 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
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二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所

三 無害化処理の用に供する施設の種類

四 無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類

五 無害化処理の用に供する施設の処理能力

六 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画

七 無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

八 その他環境省令で定める事項

３ 第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第

、 、一項の認定について 同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者について

同条第六項及び第八項並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第

一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般

廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と 「当該一般廃棄物処理施設」、

とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第

八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項

若しくは第六項又は第十五条第一項」と 「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若、

しくは特別管理産業廃棄物の」と 「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処、

理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第

十四条第十二項、第十三項及び第十五項又は第十四条の四第十二項、第十三項及び第十

六項」と 「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄、

物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若し

くは特別管理産業廃棄物処分業者」と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第

十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設（政

令で定めるものに限る ）について」とあるのは「環境大臣は 」と 「第二項第一号」。 、 、

とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と 「書類（同項ただし書に規定する場、

合にあつては、第二項の申請書 」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知）

事」とあるのは「環境大臣」と 「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは、

「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境

大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号 （抄））

（最終改正 平成１８年７月２６日政令第２５０号）

（一般廃棄物処理施設）

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン第５条

以上（焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子

面積が二平方メートル以上）のごみ処理施設とする。

２ 法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の

用に供される場所（公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第二条第一項の免許又

（ 「 」 。）は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所 以下 水面埋立地 という

にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定

する区域に限る ）とする。。

（縦覧等を要する一般廃棄物処理施設）

法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定す第５条の２
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るごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とす

る。

（大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等）

法第八条の二第二項 の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定第５条の３

する焼却施設とする。

、 、 、２ 法第八条の二第二項 の政令で定める産業廃棄物処理施設は 第七条第三号 第五号

第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。

３ 法第八条の二第二項 の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

４ 法第八条の二第二項 の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係

る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集

中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

（法第九条の三第二項の政令で定める事項）

法第九条の三第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。第５条の４

一 法第九条の三第二項の規定による同条第一項 に規定する調査の結果を記載した書

類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設

の種類

二 法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間

三 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地か

ら提出する意見書の提出先及び提出期限

四 その他法第九条の三第一項 に規定する法第八条第二項 各号に掲げる事項を記載し

た書類を作成するに当たつて必要な事項

（産業廃棄物処理施設）

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。第７条

一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル（天日乾燥施設

にあつては、百立方メートル）を超えるもの

三 汚泥（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除

く ）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの。

イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるも

の（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を

除く ）。

五 廃油（廃ポリ塩化ビフェニル等を除く ）の焼却施設であつて、次のいずれかに該。

当するもの（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処

理施設を除く ）。

イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メート

ルを超えるもの
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七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるも

の

八 廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であ

るものを除く ）の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの。

イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物（事業活動に伴つて生じたものに限る ）又はが。

れき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施

設

十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処

理物の焼却施設

（ 、 、十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等 ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され 染み込み

付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む ）又はポリ塩化ビフェニル処理。

物の分解施設

十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施

設

十三の二 産業廃棄物の焼却施設（第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるもの

を除く ）であつて、次のいずれかに該当するもの。

イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

（ ） （ ） （ ）イ 第六条第一項第三号ハ １ から ５ まで及び第六条の五第一項第三号イ １

から（６）までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所（水面埋立地を除く ）。

ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用

に供される場所（水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安

定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が

指定する区域に限る ）。

（縦覧等を要する産業廃棄物処理施設）

法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五第７条の２

号、第八号及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号 （抄））

（ ）最終改正 平成１８年７月２６日環境省令第２３号

（生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類）

法第八条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第３条の２

一 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の

種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、
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振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼす

おそれがあるものとして調査を行つたもの（以下この条において「一般廃棄物処理施

設生活環境影響調査項目」という ）。

二 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

三 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度

を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社

会的条件の現況並びにその把握の方法

四 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活

環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

五 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度

を分析した結果

六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を一般廃棄

物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由

七 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響

についての調査に関して参考となる事項

（生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合）

法第八条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおり第３条の３

とする。

一 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項の

申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第

一項の許可に係る当該事項と同一である場合

二 一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二

号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の

許可に係る当該事項と同一である場合

（生活環境の保全に関する専門的知識）

法第八条の二第三項（法第九条第二項において準用する場合を含む ）の規第４条の３ 。

定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水

質及び地下水に関する事項とする。

（無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果

を記載した書類）

第三条の二の規定は、法第九条の十第七項において読み替えて準用す第６条の２４の９

る法第八条第三項の書類について準用する。

（生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類）

、 。第１１条の２ 法第十五条第三項の書類には 次に掲げる事項を記載しなければならない

一 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の

種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、

振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼす

おそれがあるものとして調査を行つたもの（以下この条において「産業廃棄物処理施

設生活環境影響調査項目」という ）。

二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度
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を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社

会的条件の現況並びにその把握の方法

四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活

環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度

を分析した結果

六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄

物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由

七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響

についての調査に関して参考となる事項

（生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合）

法第十五条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のと第１１条の３

おりとする。

一 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第二項

の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条

第一項の許可に係る当該事項と同一である場合

二 産業廃棄物の最終処分場にあつては、法第十五条第二項の申請書に記載した同項第

二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項

の許可に係る当該事項と同一である場合

（生活環境の保全に関する専門的知識）

法第十五条の二第三項（法第十五条の二の五第二項において準用する場合第１２条の３

を含む ）の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、。

振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

（準用）

第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無第１２条の１２の１９

害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法

第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の

四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する調査の結果を記

載した書類について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において

読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の

十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規

定による環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十二の規定は令第七条の七

において準用する令第五条の十一の規定による認定証について、第六条の二十四の十三

から第六条の二十四の十五までの規定は令第七条の七において準用する令第五条の十二

の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四

の四第一項の認定を受けた者について準用する この場合において これらの規定中 一。 、 「

般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と 「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二、

条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

（表 省略）
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◎ 一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例案

（モデル条例）

（平成９年１２月 社団法人 全国都市清掃会議）

モデル条例の作成にあたって

国は、全国的に多発する廃棄物処理施設の立地や運営に関する紛争等に対応して、平成３年

の廃棄物処理法改正の際に検討課題とした廃棄物が不法に処分された場合における適切かつ迅

速な原状回復のための方策等（付則第二条）を主とした新たな制度等の措置を講ずるため、先

「 （ ） 」に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和４５年法律第１３７号 の一部を改正する法律

を平成９年法律第８５号で公布したところであります。

そして、このたび「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令（平

成９年政令第３５３号 」が公布され、一般廃棄物処理施設の設置に係る周辺地域の生活環境）

影響調査の結果の書類を公衆に縦覧すること及び利害関係を有する者に意見書の提出する機会

を付与する手続きを条例で定めるにあたって当該条例に委ねる事項を具体的に定めました。

そこで、今般、当会議では、会員の皆様が条例を制定される際の参考に 「○○市が設置す、

る一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例案 （以下」

「モデル条例」という ）を作成しました。ご利用いただければ幸甚に存じます。。

現行条例の一部改正で対応される会員におかれては、案の各条項について取捨選択していた

だきたいと考えております。

なお モデル条例作成にあたっては 社 全国都市清掃会議法対策委員長 村田 清氏 京、 、（ ） （

都市清掃局事業部産業廃棄物指導課長 、拡大法対策委員及びモデル条例検討委員各位に、公）

務ご多忙にもかかわらず、多大なるご尽力を賜りました。

ここにその労を讃え、深甚なる感謝の意を表するものであります。

最後に、専門的見地からご教示いただいた厚生省環境整備課の皆さんに厚くお礼申し上げま

す。
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○○市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条

例案

平成９年１２月（社）全国都市清掃会議

モデル条例 注 釈
（目的）
第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律(昭和４５年法律第１３７号。以下
「法」という。)第９条の３第２項(同条第８項 「同条」第８項により準用する場合を含む。以下
により準用する場合を含む。以下同じ。)の規 同じ の条文は 施設の届出に係る事項の変更 厚。） 、 （
定に基づき、同条第１項に規定する一般廃棄物 生省令で定める軽微な変更を除く ）について第９。

。処理施設の設置に係る届出及び同条第７項に規 条の３の第２項を準用することとした規定である
定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に
際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及
ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響
調査」という。)の結果及び法第８条第２項第 「及び法第８条第２項第二号から第九号までに掲
二号から第九号までに掲げる事項を記載した書 げる事項」の条文は、第８条第４項に定める一般
類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並び 廃棄物処理施設の許可に係る手続との調整を図っ
に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下 たものである。
「意見書」という。)の提出の方法を定めるこ
とにより、設置又は変更に関し利害関係を有す
る者に生活環境の保全上の見地からの意見書を
提出する機会を付与することを目的とする。

（対象となる施設の種類）
第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提
出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和４６
年政令第３００号。)第５条第１項に規定する
ごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第２項に 「ごみ処理施設のうち焼却施設及び………一般廃
規定する一般廃棄物の最終処分場(以下 施設 棄物の最終処分場………とする 」施設の限定は、「 」 。
という。)とする。 一般廃棄物処理施設の許可に係る施設の種類との

調整を図ったものである。
（縦覧の告示）
第３条 市長は、法第９条の３第２項の規定によ
り報告書等を公衆の縦覧に供しようとするとき
は、報告書等を縦覧に供する場所（以下「縦覧 施行令第５条の３第二号では「報告書」の縦覧
の場所」という 、期間（以下「縦覧の期間」 の場所及び期間を条例規定事項として明記してい。）
という ）のほか、次の各号に掲げる事項を告 るが、条例案ではこれに加えて同条第四号の定め。
示するものとする。 に基づく、第一号から第六号までに掲げる事項を
一 施設の名称 告示して、市民に「報告書」の概要を明らかにす
二 施設の設置の場所 ることとする。
三 施設の種類
四 施設において処理する一般廃棄物の種類
五 施設の能力(施設が最終処分場である場合
にあっては、埋立処分の用に供される場所の
面積及び埋立容量)

六 実施した生活環境影響調査の項目

（縦覧の場所及び期間）
第 条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所と4
する。
一 ○○市○○部
二 生活環境影響調査を実施した周辺地域内
で、市長が指定する場所

三 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と
認める場所

２ 縦覧の期間は、告示の日から１月間とする。



モデル条例 注 釈
（意見書の提出先等の告示）
第５条 市長は、法第９条の３第２項の規定によ
り施設の設置又は変更に関し利害関係を有する
者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提
出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及
び提出期限その他必要な事項を告示するものと
する。

（意見書の提出先及び提出期限）
第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とす
る。
一 ○○市○○部
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認
める場所

２ 前条の規定による告示があったときは、施設
の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、
第４条第２項の縦覧期間満了の日の翌日から起
算して２週間を経過する日までに、市長に生活
環境の保全上の見地からの意見書を提出するこ
とができる。

（環境影響評価との関係）
第７条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評 みなし規定に、○○市環境影響評価条例は引用
価法(平成９年法律第８１号)又は○○市環境影 できるが、要綱は引用できないものと解する。
響評価条例(平成○年条例○○号)に基づく環境
影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を
有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手 （注）
続を経たものは、第３条、第４条、第５条及び （左記の条例に該当条文を明記する場合）
第６条に定める手続を経たものとみなす。 １ 環境影響評価法関係.

「第１６条に基づく準備書についての公告及
（他の市町村との協議） び縦覧、第１８条に基づく準備書についての意
第８条 市長は、施設の設置に関する区域が、次 見書の提出及び第２０条第２項に基づく関係市
の各号の一に該当するときは、当該区域を管轄 町村長の意見」を挿入。
する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、 ２ 環境影響評価条例関係.
当該区域における縦覧等の手続の実施につい 「第○○条に基づく告示縦覧、第○○条に基
て、協議するものとする。 づく意見書の提出及び第○○条に基づく関係市
一 施設を他の市町村の区域に設置するとき。 町村長の意見」を挿入。
二 施設の敷地が他の市町村の区域にわたると
き。 第８条 他の市町村との協議については施行令第

三 施設の設置又は変更により、生活環境に影 ５条の３第四号の規定に基づき、定めるものであ
響を及ぼす周辺地域に、○○市の区域に属し る。
ない地域が含まれているとき。

（委任）
第９条 この条例に規定するもののほか、この条

、 。例の施行について必要な事項は 規則で定める

附 則
（施行期日）
この条例は、公布の日から施行する。
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○○市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規

則案

平成９年１２月 （社）全国都市清掃会議

モデル規則 注 釈
（趣旨）
第１条 この規則は、○○市が設置する一般廃棄
物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧
等の手続に関する条例(平成１０年条例第○○
号。以下「条例」という。)の施行について必
要な事項を定めるものとする。

（用語）
第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用
する用語の例による。

（縦覧の期間等）
第３条 条例第４条第二号の規定による縦覧の期
間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関す
る法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する
休日並びに１月２日から同月４日まで及び１２
月２８日から同月３１日までの日は、休日とす
る。

２ 縦覧の時間は、午前９時○分から午後４時○
分までとする。

（縦覧の手続）
第４条 条例第３条の規定により縦覧に供された

「 」報告書等を縦覧しようとする者(以下 縦覧者
という。)は、縦覧申込書(第一号様式)に必要
な事項を記入しなければならない。 （注）第一号様式は省略

（縦覧者の遵守事項）
第５条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守
しなければならない。
一 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこ
と。

二 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
三 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
四 係員の指示があった場合には、それに従う
こと。

２ 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦
覧を停止し、又は禁止することができる。

（市民の意見書の記載事項）
第６条 条例第６条第２項の意見書には、次の各
号に掲げる事項をすべて記載しなければならな
い。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代
表者の氏名及び登記された事務所又は事業所
の所在地)

二 施設の名称
三 生活環境の保全上の見地からの意見

附 則
（施行期日）

、 。この規則は 平成１０年○月○日から施行する
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